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• このファイルに、音声解説は収録していません。

• このファイルは、６枚のスライドで構成しています。

• 各スライドは原則、左側に資料の画像、右側にその解説を掲載し
ています。

• ただし、資料の一部のみの掲載に留まるスライドがありますので、
必要に応じて資料を別に印刷するなどして参照しながらご覧くだ
さい。

• 左クリックで次のスライドにスクロールします。



5-1 療養費等の請求手続き① 公務災害と認定された場合は、任命
権者さらに所属を通じて被災職員に対
して認定通知書と関係書類が送付され
ますが、そのひとつが左の資料です。

資料には、療養費等の支払請求の手
順が記されているので、よく読んで手
続きを行ってください。

資料にも記されているとおり、

(1) 指定医療機関で受診した場合

(2) 指定医療機関以外で受診した場合

(3) 被災職員が自己負担した場合

に応じて手続きが異なるので、ご注意
ください。

なお、「指定医療機関」とは、当基
金の本部または岩手県支部が契約を交
わしている病院などであり、その一覧
表が左の資料の４ページに記載されて
います。

また、指定医療機関以外の医療機関
で受診する場合または調剤薬局で投薬
を受ける場合は、それらに向けた書類
が同封されているので、被災職員から
当該機関に書類を渡してください。



5-1 療養費等の請求手続き②

診断書の料金は、同一傷病名に
ついて１通分を基金が負担します。
その対象とそれぞれの請求様式

は、左のとおりです。
なお、地方公務員災害補償法に

基づく医療は、消費税法の規定に
より非課税扱いになるので、課税
されないようにお願いします。

vol.4 で説明したとおり、「第
三者加害事案」では、「補償先
行」または「示談先行」を選択す
る必要があり、それに応じて請求
先が異なります。
補償先行 ⇒ 基金に請求
示談先行 ⇒ 加害者に請求



5-2 その後の手続き

受診する医療機関を変更す
ることを「転医」と言い、そ
の際は転医届の提出が必要で
す。
認定請求書と同時に提出さ

れる場合もあります。

「治ゆ」とは、傷病が治っ
た場合のほか、さらに治療し
ても症状の回復・改善が期待
できない状態になった（症状
固定）場合を言います。

１年6か月を経過しても傷
病が治らず、障害等級に該当
する場合は、「傷病補償年金
等」に該当するケースが考え
られます。



終わり

地方公務員災害補償基金岩手県支部

Vol.5 補償請求

公務中や通勤中のけがなどで医療機関を受診した場合、多くの病院や薬局では、窓口での支払い
をいったん保留の対応としています。

しかし、認定の申請やその後の手続きが遅れ、医療機関にとって医療費が支払われない期間が長
くなると、医療費の全額（10割）をご本人に請求する場合があります。

こうしたことを防ぐためにも、認定の申請や認定後の療養補償の手続きは、できるだけ早めに
行ってください。
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